
 

                     平成１６年５月１４日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

キャラクター付電気鉛筆削機 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 外郭にキャラクターのプリント等がなされた電気鉛筆削機である。通常の鉛筆削

機としての機能を提供する。 

 

○ 構造、仕様、意匠 

包装箱にも製品本体と同様のキャラクターが印刷されているが、玩具と想定さ

れるような表示又は説明はない。 

定格：１００Ｖ、７５／６５Ｗ、５０／６０Ｈｚ 

 

○主な使用者、販売先 

一般家庭 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 

 特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「電気鉛筆削機」として

取り扱う。 

 ただし、本製品が玩具販売店、百貨店等の玩具売場において玩具として取り扱わ

れるような方法で販売される場合は、「電動式おもちゃ」として取り扱う。 

 

（理由） 

 外郭にキャラクターの装飾が施されているが、本電気鉛筆削機自体は、子どもが

単独で使用する文具としての機能を提供するものであり、かつ、本製品が遊戯器具

としての機能を提供しているとは言い難いことから、「電動式おもちゃ」ではなく、

「電気鉛筆削機」として取り扱うことが妥当であると判断する。 

 

（参考） 

「子供向けの装飾を施した電気製品と電安法上の電熱式おもちゃ及び電動式お

もちゃについて」（平成１５年１２月１５日 Ｑ＆Ａ） 

 

（参考写真次頁以降） 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/q&a/20031215/omocha.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/q&a/20031215/omocha.pdf


 

（参考写真）キャラクター付電気鉛筆削機（１） 

 

 
 

 
 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 



 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

（参考写真）キャラクター付電気鉛筆削機（２） 

 

 


